
 

 

 

 

 

大地申第２０号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMIYA NEWS 
No.０１６    202４年８月８日 ＪＲ東労組大宮地本 

組合員：「何で『わかった』と言ったのか？」 

 

当該副長：「当時は勤務を何とかしなきゃ、とそれしか頭になかった。」 

現場長：「管理者側の対応にも課題があった」 

 【第 4回交渉】 ７月３１日開催  

会社：「1 月 12 日に副区長と当該副長の面談にて、当該副長の業務指示

違反の認識の可否を確認している。しかし、面談内容のため明らかには出

来ない」「帰宅しようとしている社員を制止する事はしていない」 

「業務指示違反というよりも、支社に報告して対応をあおぐ内容だと認識していた」 

なぜ当該副長は組合員の問いに答えたのか？ 

その内容と根拠を調査すべきだ！ 


